
証券コード 3071
2026年４月８日

（電子提供措置の開始日2026年４月１日）

株 主 各 位
東 京 都 港 区 新 橋 六 丁 目 17 番 21 号

株式会社ストリーム
代表取締役社長 市村 智樹

第27期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、下記のとおり当社第27期定時株主総会を開催いたしますので、ご通知申しあ

げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第27期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し

ております。

当社ウェブサイト（ https://www.stream-jp.com/ir/library.html ）

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
（ https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show ）

上記のウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基

本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）またはインターネットによる事前の議

決権行使ができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、上記いずれ

かの方法で、2026年４月22日（水曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいま

すようお願い申しあげます。
敬 具
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記

１．日 時 2026年４月23日（木曜日）午前10時

２．場 所 新虎安田ビル NIKAI Conference

東京都港区新橋4丁目3番1号

新虎安田ビル2階

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

（昨年と総会会場が変更となっておりますので、ご注意くだ

さい。）

３．会議の目的事項

報 告 事 項 １．第27期（自2025年２月１日 至2026年１月31日）事業報告、

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計

算書類監査結果報告の件

２．第27期（自2025年２月１日 至2026年１月31日）計算書類の

内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役４名選任の件

第３号議案 監査役３名選任の件

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとし
て取り扱わせていただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令および当社定款の定めにより、下
記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役
および会計監査人が監査した書類の一部であります。
・連結計算書類の「連結注記表」
・計算書類の「個別注記表」

◎株主総会におけるお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあ
げます。

― 2 ―

2026年03月19日 15時38分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



郵 送 インターネット

こちらに、議案の賛否をご記入ください。

■ 議決権行使書のご記入方法のご案内

第2号議案・第3号議案
▶ 賛成の場合：「賛」の欄に○印
▶ 反対の場合：「否」の欄に○印
▶ 一部の候補者につき反対の場合：

「賛」の欄に○印をご記入の上、反対される
候補者の番号を（ ）内にご記入ください。

第1号議案
▶ 賛成の場合：「賛」の欄に○印
▶ 反対の場合：「否」の欄に○印

議決権行使についてのご案内
以下のいずれかの方法にて、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

株主総会に出席して

議決権を行使する方法

書面（郵送）で

議決権を行使する方法

インターネットで

議決権を行使する方法

同封の議決権行使書用紙
をそのまま会場受付にご
提出ください。

株主総会開催日時

2026年4月23日（木曜日）

午前10時

同封の議決権行使書用紙
に議案に対する賛否を表
示の上、行使期限までに
到着するようご返送くだ
さい。議決権行使書面に
おいて、議案に賛否の表
示がない場合は、賛成の
意思表示をされたものと
して取り扱わせていただ
きます。

行使期限

2026年4月22日（水曜日）

午後6時到着分まで

当社の指定する議決権行
使ウェブサイトにアクセ
スし、画面の案内に従っ
て議決権をご行使くださ
い。

行使期限

2026年4月22日（水曜日）

午後6時まで

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネッ
トによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インタ
ーネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議
決権行使としてお取り扱いいたします。
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QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

0120-173-027 受付時間／午前９時～午後９時
通話料無料

システム等に関する

お問い合わせ先

議決権行使ウェブサイト

https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使書副票（右側）に記載の
QRコードを読み取ってください。

１

以降は、画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

２

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使ウェブサイトに
アクセスしてください。

１

以降は、画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

３

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「ログインID・仮パスワード」を
入力し「ログイン」をクリック

２

議決権行使書副票に記載のログインID、

仮パスワードを入力することなく、

議決権行使サイトにログインすること

ができます。

インターネットによる議決権行使のご案内■
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株主総会参考書類

議案及びその参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

当期の剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

期末配当につきましては、当期の業績、経営環境を勘案し、また内部留保に

も意を用い、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金３円

総額 82,909,500円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年４月24日

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役全員（４名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります

ので、取締役４名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

１
市
い ち む ら と も き

村 智 樹

（1966年３月９日）

1988年４月 ㈱ベスト電器入社

10,500株

2008年４月 当社常務取締役営業副本部長（出向）

2011年３月 ㈱ベスト電器商品部長

2013年３月 ㈱ヤマダ電機商品部ＳＭＤ

2014年８月 ㈱エックスワン社長室長兼管理本部
長

2015年７月 同社営業本部長

2017年４月 同社取締役営業本部長

2019年４月 同社代表取締役社長兼営業本部長

2022年２月 同社代表取締役社長

2022年10月 ㈱電響社入社

2025年４月 同社執行役員営業企画部長

2025年４月 当社代表取締役社長

2025年７月 当社代表取締役社長兼営業本部長
（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

２
斉
さ い こ う と う

向 東
(1967年８月14日)

1993年５月 ㈱オーテック取締役海外事業部本部長

80,200株

2002年５月 当社取締役副社長

2005年５月 北京中科智网科技有限公司董事長

2016年12月 当社営業本部副本部長

2017年４月 当社取締役営業副本部長兼ゲーム・海
外事業部部長
㈱エックスワン取締役（現任）

2018年５月 当社取締役営業本部副本部長兼ＩＴ事
業部長

2019年４月 当社取締役管理本部長

2020年７月 当社取締役管理本部長兼人事総務部長

2022年２月 当社取締役管理本部長兼人事総務部長
兼営業本部海外開発部長

2025年７月 当社取締役管理本部長兼海外事業部長
（現任）

３
小
お の こ う じ

野 浩 司
(1955年５月５日)

1980年４月 ㈱ベスト電器入社

－株

2004年５月 同社取締役

2009年９月 同社取締役東日本統括部長兼㈱さくら
や代表取締役社長

2010年３月 ㈱ベスト電器代表取締役社長

2011年４月 当社取締役

2012年２月 ㈱ベスト電器代表取締役社長兼営業本
部長

2020年10月 ㈱ヤマダホールディングス執行役員

2024年４月 ㈱ヤマダデンキＦＣ事業部顧問

2025年４月 当社取締役（現任）

2025年７月 ㈱美工社顧問（現任）

2025年７月 ㈱エックスワン取締役会長（現任）

４
淵
ふ ち べ よ し ひ こ

邊 善 彦
（1964年５月８日）

1989年３月 弁護士登録

－株

1989年４月 西村眞田法律事務所（現・西村あさひ
法律事務所・外国法共同事業）入所

1995年３月 ロンドン大学ＵＣＬ（ＬＬ．Ｍ．）卒
業

1995年４月 ノートン・ローズ法律事務所入所
ロンドンオフィス勤務

1996年９月 同事務所 シンガポールオフィス勤務

1998年７月 日商岩井㈱（現・双日㈱）法務部出向

2000年７月 ＴＭＩ総合法律事務所 パートナーと
して参画

2008年４月 中央大学ビジネススクール客員講師

2013年４月 中央大学ビジネススクール客員教授

2016年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授
（常勤）

2019年１月 ベンチャーラボ法律事務所 開設 代表
（現任）

2024年９月 ㈱イー・ロジット監査等委員取締役

2025年４月 当社取締役（現任）

2025年６月 ㈱エス・サイエンス社外取締役（現
任）

（注）１．取締役候補者斉向東氏及び小野浩司氏は㈱エックスワンの取締役を兼務しておりますが、
当社は同社との間で、商品販売等の取引があります。

２．小野浩司氏及び淵邊善彦氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は淵邊善彦氏が原
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案どおり選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る
予定であります。

３．小野浩司氏を社外取締役候補者とした理由は、当業界の経営者としての豊富な経験と幅広
い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするもので
あります。
小野浩司氏には、当業界の経営者として豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社の経営
を監視・監督することを期待しております。
また、同氏が社外取締役に就任してからの年数は本定時株主総会終結の時をもって１年と
なります。

４．淵邊善彦氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を
当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
淵邊善彦氏には、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社の経営を監
視・監督することを期待しております。
また、同氏が社外取締役に就任してからの年数は本定時株主総会終結の時をもって１年と
なります。

５．小野浩司氏及び淵邊善彦氏が原案どおり選任された場合、当社と両氏との間で締結してお
ります会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を継続する予定であります。なお、
当該契約に基づく責任の限度額は、金10万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限
度額のいずれか高い額であります。

６．当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、以下の内容を概要とする取締役、
監査役、執行役員及び子会社の役員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、2026年５月更新の予定です。本議案でお諮りする取締役候補者については、すでに
当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。
【保険契約の内容の概要】
①被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありませ
ん。
②填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当
該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補します。
ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があり
ます。
③役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象とし
ないこととしております。

― 7 ―

2026年03月19日 15時38分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



第３号議案 監査役３名選任の件

監査役全員（３名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります

ので、監査役３名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

１
※

掛
か け が わ き み よ

川 后 代
(1964年10月12日)

1988年４月 ㈱オーテック専務取締役

8,900株

1999年９月 ㈱オー・ティー・シー代表取締役社長

2003年４月 フォックスコン・ジャパン㈱管理本部
部長補佐

2005年11月 ㈱マウスコンピュータＰＣ・ＪＡＰＡ
Ｎ責任者

2007年８月 ㈱エスアイジー代表取締役社長

2012年１月 ＢＸソリューションズ㈱代表取締役社
長

2024年10月 ㈱スカイウー･ジャパン財務会計責任
者（業務委託）（現任）

２
露
つ ゆ ぐ ち よ う す け

口 洋 介
（1957年８月16日)

1980年４月 日本銀行入行

－株

1989年３月 外務省(在中国大使館書記官）出向

1995年11月 日本銀行香港事務所次長

2003年12月 同行北京事務所長

2011年４月 信金中央金庫海外業務支援部上席審議
役

2017年４月 学校法人日本大学経済学部教授

2018年４月 学校法人帝京大学経済学部教授（現
任）

2018年４月 当社監査役（現任）
2018年８月 アイブリッジ協同組合社外理事

2020年６月 みらい証券㈱社外監査役（現任）

３
※

小
お ぐ ら し ん い ち

倉 慎 一
（1975年３月４日)

2008年９月 弁護士登録（東京弁護士会）
虎門中央法律事務所入所（現任）

－株2018年５月 都築鋼産㈱取締役（現任）

2020年６月 ㈱ＪＭＣ取締役（現任）

2024年７月 秋元運輸倉庫㈱取締役（現任）

(注) １．※は新任の監査役候補者であります。
２．監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．露口洋介氏及び小倉慎一氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は監査役露口洋介

氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、小倉慎一氏が原案どおり選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として届け出る予定であります。

４．露口洋介氏を社外監査役候補者とした理由は、金融分野に関する豊富な経験と幅広い見識

を当社の経営に反映していただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであり

ます。同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により当社の社

外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏が社外監

査役に就任してからの年数は本定時株主総会終結の時をもって８年となります。

５．小倉慎一氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知見

に加え、他社における取締役としての経験を有しており、これらを当社の経営に反映して

いただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。同氏は上記の理由
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により当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

６．露口洋介氏が原案どおり選任された場合、当社と同氏との間で締結しております会社法第

427条第１項の規定による責任限定契約を継続する予定であります。また、小倉慎一氏が原

案どおり選任された場合、当社と同氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定

契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、金10万円又は

会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。

７．当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、以下の内容を概要とする取締役

及び監査役並びに子会社の役員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、

2026年５月更新の予定です。本議案でお諮りする監査役候補者露口洋介氏については、す

でに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。また、

監査役候補者掛川后代氏及び小倉慎一氏については新たに被保険者となる予定であります。

【保険契約の内容の概要】

①被保険者の実質的な保険料負担割合

保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありませ

ん。

②填補の対象となる保険事故の概要

特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当

該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補します。

ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があり

ます。

③役員等の職務の適正性が損なわれないための措置

保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象とし

ないこととしております。

【ご参考】株主総会後の取締役会及び監査役会のスキル・マトリックス

候

補

者

番

号

役

位

役 員 企 業 経 営 業 界 知 識
財務・会計・

ファイナンス

コンプライアンス・

リスクマネジメント
グローバル

1
取

締

役

市 村 智 樹 ● ● ●

2 斉 向 東 ● ● ● ●

3 小 野 浩 司 ● ● ●

4 淵 邊 善 彦 ● ● ●

1 監

査

役

掛 川 后 代 ● ● ● ●

2 露 口 洋 介 ● ● ●

3 小 倉 慎 一 ● ●

以上
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事 業 報 告

( 自 2025年２月１日
至 2026年１月31日 )

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

① 当連結会計年度の事業の状況

当連結会計年度(2025年２月～2026年１月)におけるわが国経済は、家計の節約

志向は根強いものの、雇用・所得環境の改善等により緩やかに回復しております。

一方、米国の通商政策の動向や地政学リスク等に伴う為替変動、エネルギー資

源・原材料価格の高騰、生活必需品の物価高騰が個人消費に与える影響等により、

依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループは、お客様のライフスタイル作りのサポートとして「より良い商

品」「より良い価格」「より良いサービス」をモットーに、新しい価値観の提案・

提供を通して社会の発展に貢献することを経営の基本方針に、既成概念にとらわ

れることなくチャレンジを続け、インターネット通販事業を中心に事業活動を行

っております。

事業のセグメント別の業績は、次のとおりであります。

【インターネット通販事業】

当連結会計年度(2025年２月～2026年１月)における国内の家電小売業界におき

ましては、パソコン、周辺機器、気候要因によるエアコン等の季節商品やスマー

トフォン等が好調に推移いたしました。

このような状況の中、当社が出店する「Ｙａｈｏｏ!ショッピング」「楽天市場」

「Ａｍａｚｏｎマーケットプレイス」等の外部サイトの売上高は、ポイント等の効

果的な販促施策の展開により、スマートフォン、デジタルカメラ、カメラ用レン

ズ、ヘッドフォン、エアコン、電子レンジ等を中心に好調に推移いたしました。

今後も売れ筋商品の在庫施策等により更なる売上高確保に努めてまいります。

商品購入検討時の問い合わせ用にＷＥＢ接客ツールのチャット機能を導入して

いる「ｅｃカレント」オリジナルサイト、「楽天市場」及び「Ｙａｈｏｏ!ショッ

ピング」の外部サイトにおける大型家電の配送設置サービスは、きめ細やかな接

客を通してお客さまに合ったご提案を行うよう努めております。

2024年10月より東京都民の方を対象とした設置済みのエアコン・冷蔵庫・照明

器具等を、省エネ性能の高い新品の対象家電等に買い替えた際に付与される「東

京ゼロエミポイント」の制度変更により、当社は、ＳＤＧｓの観点からインター

ネット通販企業として先駆けて東京ゼロエミポイント登録事業者となっており、

「ｅｃカレント」オリジナルサイト及び「ｅｃカレント楽天市場店」等の店舗で、
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その場でポイント分がご購入金額から最大で８万円分値引きされる「省エネ家電」

への積極的な買い替え訴求を同サイトにて行い、対象家電の売上高は堅調に推移

いたしました。

2017年４月に総合オンラインストア「楽天市場」内へインターネット通販サイ

ト「ワンズマート楽天市場店」を出店して以降、当社はオンラインモールを活用

した販路拡大に取り組んでまいりました。こうした取り組みの一環として、2025

年10月、オンラインショッピングモール「Ｙａｈｏｏ!ショッピング」内に、当社

運営のインターネット通販サイト「ワンズマートＹａｈｏｏ!ショッピング店」を

新たにオープンいたしました。

さらに2025年12月、シャディ株式会社と事業提携契約を締結し、当社が運営す

る「ｅｃカレント」をはじめとするＥＣサイトおよび主要オンラインモールにお

いて、同社が取り扱うギフト商品の販売を順次開始いたしました。

当社は今後も販路の拡大や取り扱いアイテムの拡充を行い、多くのお客さまに

喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

2025年10月、当社が運営している「ｅｃカレント」をはじめとするインターネ

ット通販サイト向けコールセンターを、本社内に新たに開設いたしました。これ

までアウトソーシングで行っていたコールセンター業務を社内に移管することで、

各部署との連携強化による迅速なフィードバック体制の構築、業務ノウハウの蓄

積・共有を可能とし、お客様に寄り添ったサービス品質の向上を図ります。今回

の内製化により、コスト面の抜本的な見直しを行い、従来比で50％以下への削減

を目指します。さらに、物流面においても外部環境の変化に柔軟かつ迅速に対応

するため、直雇用への切替等を適宜進め、コスト削減と安定したサービス提供の

両立を実現してまいります。

各カテゴリにおける前年同期比では家電0.8％増、パソコン19.0％増、周辺機

器・デジタルカメラ18.0％増となりました。売上高及び利益面に関しましては、

前年同期比で増収増益となりました。

その結果、インターネット通販事業における売上高は31,583百万円（前年同期

比8.7％増）、営業利益638百万円（前年同期比12.7％増）となりました。

【ビューティー＆ヘルスケア事業】

株式会社エックスワンにおいて展開される、ビューティー＆ヘルスケア事業に

おいては、新商品として、2026年１月に「ＸＬＵＸＥＳ(エックスリュークス)」

シリーズより、従来品から更に進化させ３種のヒト幹細胞培養液を配合した「エ

グゼティシャン マッサージクレンジング」および「エグゼティシャン クリーム

ウォッシュ」を発売し、おかげさまで売上高は堅調に推移いたしました。

会員ビジネスにおいては、ＷＥＢ会議アプリケーションによる動画（ライブ含

む）配信を活用したオンラインセミナーに加えて、2025年３月より東京、大阪、
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新潟で対面でのＴｉｋＴｏｋ関連講座を開催したほか、11月にはプロダクトセミ

ナーも実施いたしました。このような活動により、会員とのきめ細やかなコミュ

ニケーションを図ることができ、売上高は堅調に推移いたしました。

エックスワンの直営店舗「エックスリュークス横浜」では、2025年11月にブラ

ックフライデー半額セールを開催し、3,000円以上の購入でヒト幹細胞コスメのシ

ャンプー＆トリートメントのサンプルパウチ包を提供する等各種販促施策により

ブランディングの強化を図りました。一方で、2022年４月より営業しておりまし

た同店舗につきましては、2026年１月12日をもって営業を終了することとなりま

した。これに伴い、2025年12月から最終営業日までの期間、定価より最大60％オ

フとなる売り尽くしセールを実施いたしました。

卸販売においては、訪日外国人旅行者数が2025年１月からの一年間の累計で過

去最多の4,000万人を突破した状況を受け、免税店舗の売上高は堅調に推移いたし

ました。一方、会員向けビジネスは、計画をやや下回る結果となり、全体の売上

高は減収となりました。利益面においては、店舗数拡大に伴う人員増強による人

件費の増加により減益となりました。

その結果、ビューティー＆ヘルスケア事業における売上高は831百万円（前年同

期比5.2％減）、営業利益26百万円（前年同期比65.9％減）となりました。

【その他事業（「各種販売支援事業」、「３ＰＬ事業」、「不動産事業」）】

「各種販売支援事業」においては、ラオックス等の国内免税店舗等において訪

日観光客向け販売や株式会社エックスワン商品の会員向け販売のシステム・物流

支援等を行っております。

「３ＰＬ事業」においては、当社が運営する「ｅｃカレント」をはじめインター

ネット通販サイト運営で培ってきたノウハウを基に、販売から物流までワンスト

ップで管理する質の高いシステムをインターネット通販事業者の皆さまに対して

提供してきた実績を活かし、物流倉庫・受注管理・出荷の包括的な物流支援サー

ビスを行っており、パソコンや家電以外に自転車等のアイテムやスポット対応等

柔軟なサービスを提供しております。

「不動産事業」においては、国内案件のみならず、海外のお客様も対象に、不動

産の売買・賃貸等に関する仲介事業を展開しております。

その結果、その他事業における売上高は412百万円（前年同期比0.4％減）、営業利

益１百万円（前年同期は７百万円の営業損失）となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は32,774百万円（前年同期比8.2％増）、

営業利益281百万円（前年同期比8.1％増）、経常利益280百万円（前年同期比16.5

％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は150百万円（前年同期は４百万円の親
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会社株主に帰属する当期純利益）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の主なものは、基幹システムのソフトウエア等であり、

投資額は192百万円であります。主なセグメントの投資額を示すと、インターネッ

ト通販事業においては173百万円であります。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

③ 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

④ 対処すべき課題

イ）コーポレートブランド価値の向上

当社グループの基本方針である、「より良い商品」「より良い価格」「より良いサ

ービス」を提供し続けることが、お客様に支持され続ける最も重要な課題である

と認識しております。当社グループはステークホルダーに対する適切な情報開示、

持続的なＣＳＲ活動等により、当社グループのコーポレートブランド価値の向上

を図ってまいります。

ロ）ユーザ数の拡大とサービスの強化

当社グループが持続的に成長するためには、当社グループのサービスの知名度

を向上させ、新規ユーザを継続的に獲得し、ユーザ数を拡大していくことが必要

不可欠であると認識しております。そのためには、当社グループの会員を有効活

用するために、会員の活動状況を分析し、適切な付加価値のある会員向けサービ

スを実施し、又、ＴｉｋＴｏｋ、インスタグラムやＬＩＮＥ等のＳＮＳを駆使し、

集客導線の拡大を図りつつ、インターネット（主に検索連動型）を利用した効果

的な広告宣伝活動等により当社グループの知名度を向上させることにより、サイ

トの回遊性を高め、会員登録・商品購入等のコンバージョン率の一層の向上を図

りアクティブなユーザ数の拡大に努めてまいります。

ハ）システム基盤の強化

当社グループは、独自システムを用い、効率化やコスト削減及び顧客サービス

の充実等による業容拡大を図ってまいりました。

消費者のインターネット通販利用の拡大と、日々変化する顧客対応の充実を図

るために、サーバーインフラ強化とネットワークインフラの改善により、パフォ

ーマンスの向上及び耐障害性の向上を図りつつ、又、セキュリティ対策について

もＥＤＲの導入等を行ってきましたが、今後も引き続き強化してまいります。
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ニ）新技術への対応

当社グループが属する業界では技術革新が絶え間なく行われており、近年では、

スマートフォンやタブレット型端末の普及率が上昇し、関連するマーケットも拡

大しております。このような事業環境の下で当社グループが継続的に事業を拡大

していくためには、どのような商品を取りそろえてどのような価格を設定するの

か等、お客様に適正な情報や価格提示ができるよう会話、ストーリー、画像、動

画、音楽等の新しいコンテンツやアイデアを作成できる生成ＡＩ等の新技術を適

宜取り入れることが必要であると認識し、当社運営の「ｅｃカレント」オリジナ

ルサイトにおいては、お客様がお探しの商品や商品の利用方法について生成ＡＩ

を活用して案内する『ＡＩチャット』サービスを導入しておりますが、それ以外

の用途についても継続的に適宜対応してまいります。

ホ）コーポレートガバナンス及び内部管理体制の強化

当社グループが継続的な成長を続けることができる企業体質の確立に向けて、

コーポレートガバナンスと内部管理体制のさらなる強化が重要な課題の一つと認

識しております。また、広く社会から信頼される経営体制を確立するために、コ

ンプライアンスへの対応も重要な課題であり、行動規範の遵守、当社グループ業

務に係る諸法令・規則等の教育等、法令遵守について一層の徹底を図ってまいり

ます。

へ）優秀な人材の確保及び育成

当社グループはＩＴ・ネット技術に関する知見等高度な専門スキルを持ち、又、

幅広い視野に基づいてコミュニケーション能力が高く、コストパフォーマンスを

意識しながら各プロジェクトをマネジメントできる有能な人材の確保及び育成を

重要な課題と認識しております。引き続き潜在能力の高い人材の獲得に向けて各

種採用活動を進めるとともに、社内の育成環境の強化に取り組んでまいります。

ト）資本コストや株価を意識した経営

当社グループは、株主の皆さまから調達した資金や銀行からの借入金を元手に

事業を行っております。そのため、それら調達コストを上回る純利益を安定的に

稼ぐことで、株主の期待に応え、持続的な株価向上につなげていくことが重要で

あると認識しております。当社グループは、収益性の改善、資本効率化により一

層注力し、株価水準の向上を目指してまいります。
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(2) 財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 24 期

自2022年２月１日
至2023年１月31日

第 25 期
自2023年２月１日
至2024年１月31日

第 26 期
自2024年２月１日
至2025年１月31日

第 27 期
自2025年２月１日
至2026年１月31日

売 上 高(千円) 30,212,629 27,450,976 30,296,973 32,774,910

経 常 利 益(千円) 366,486 162,177 240,938 280,794

親会社株主に帰属
する当期純利益

(千円) 218,186 30,362 4,166 150,730

１株当たり当期純利益 8円00銭 1円10銭 0円15銭 5円45銭

総 資 産(千円) 6,360,539 6,203,320 6,305,266 6,725,764

純 資 産(千円) 2,998,445 2,989,056 2,913,204 2,981,396

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式を除く期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分
第 24 期

自2022年２月１日
至2023年１月31日

第 25 期
自2023年２月１日
至2024年１月31日

第 26 期
自2024年２月１日
至2025年１月31日

第 27 期
自2025年２月１日
至2026年１月31日

売 上 高(千円) 29,467,210 26,709,270 29,474,239 31,995,644

経 常 利 益(千円) 450,397 155,507 160,371 253,171

当 期 純 利 益(千円) 326,165 95,334 94,171 178,769

１株当たり当期純利益 11円95銭 3円46銭 3円41銭 6円47銭

総 資 産(千円) 5,742,224 5,740,616 5,973,520 6,393,062

純 資 産(千円) 2,791,628 2,852,298 2,873,151 2,971,468

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式を除く期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 な 事 業 内 容

株 式 会 社 エ ッ ク ス ワ ン 50百万円 93.1％ 化粧品・健康食品等の販売

（注）特定完全子会社に該当する子会社はありません。

③ 重要なその他の関係会社の状況

会 社 名 資 本 金
当社への
議決権比率

主 な 事 業 内 容

株 式 会 社 ヤ マ ダ デ ン キ 100百万円 20.5％ 家電小売業

(4) 主要な事業内容（2026年１月31日現在）

当社グループの事業は、「インターネット通販事業」を主力に、それに関連する

「レンタル事業」、株式会社エックスワンによる「ビューティー＆ヘルスケア事

業」、並びに「各種販売支援事業」、「３ＰＬ事業」及び「不動産事業」からなる

「その他事業」により構成されています。

(5) 主要な事業所（2026年１月31日現在）

① 当社

名 称 所 在 地

本 社 東京都港区

岩槻物流センター さいたま市岩槻区

② 子会社

名 称 所 在 地

株 式 会 社 エ ッ ク ス ワ ン 東京都港区
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(6) 使用人の状況（2026年１月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使用人数 前連結会計年度末比増減

74名（52名） ５名増 （33名増）

（注）使用人数は就業人員（当社グループ外への出向者を除き、当社グループ内への受入の出向者を
含んでおります。）であり、臨時従業員数（パートタイマー、アルバイト）は、当連結会計年
度の平均人員の人数を（ ）に外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

56名（24名) ５名増 （21名増） 45.1歳 6.4年

（注）使用人数は就業人員（社外への出向者を除き、社内への受入の出向者を含んでおります。）で
あり、臨時従業員数（パートタイマー、アルバイト）は、当事業年度の平均人員の人数を
（ ）に外数で記載しております。

(7) 主要な借入先の状況（2026年１月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株式会社群馬銀行 500,000千円

(8) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

― 17 ―

2026年03月19日 15時38分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



２．会社の株式に関する事項 （2026年１月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 99,800,000株

(2) 発行済株式の総数 27,636,500株（自己株式888,500株を除く）

(3) 株主数 28,582名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数（株) 持株比率（％)

株 式 会 社 ヤ マ ダ デ ン キ 5,660,000 20.48

劉 海 涛 5,557,900 20.11

株 式 会 社 ラ ッ キ ー 637,700 2.31

水 谷 智 630,000 2.28

金 室 貴 久 325,100 1.18

安 田 勝 彦 242,000 0.88

黄 俊 利 235,400 0.85

日 本 シ ス テ ム 開 発 株 式 会 社 230,000 0.83

シ ュ レ ス タ ア ミ ル 220,000 0.80

武 藤 優 200,000 0.72

竹 下 産 業 株 式 会 社 200,000 0.72

(注) １．上記は株主名簿の記載に基づくものです。
２．持株比率は、自己株式(888,500株)を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況

該当事項はありません。

３．会社の新株予約権等に関する事項 (2026年１月31日現在）

該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役に関する事項（2026年１月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 市 村 智 樹 営業本部長

取 締 役 斉 向 東
管理本部長兼海外事業部長
㈱エックスワン取締役

取 締 役 小 野 浩 司 ㈱エックスワン取締役会長

取 締 役 淵 邊 善 彦
ベンチャーラボ法律事務所代表
㈱エス・サイエンス社外取締役

常 勤 監 査 役 橋 本 博 人

監 査 役 露 口 洋 介
学校法人帝京大学経済学部教授
みらい証券㈱社外監査役

監 査 役 西 圭 輔 山分・島田・西法律事務所パートナー

(注）１．取締役の小野浩司及び淵邊善彦の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり
ます。なお、小野浩司及び淵邊善彦の両氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株
主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

２．監査役の露口洋介及び西圭輔の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま
す。なお、露口洋介及び西圭輔の両氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と
利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

３．取締役の齊藤勝久、右田哲也及び小手川大助の各氏は、2025年４月24日開催の第26期定時
株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契
約に基づく損害賠償責任の限度額は、金10万円又は会社法第425条第１項に定め
る最低限度額のいずれか高い額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、以下の内容を概要

とする取締役、監査役、執行役員及び子会社の役員を被保険者とする役員等賠
償責任保険契約を締結しており、2026年５月更新の予定です。

【保険契約の内容の概要】

① 被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険

料負担はありません。
② 填補の対象となる保険事故の概要

特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任
を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害について填補します。ただし、法令違反の行為であることを
認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

③ 役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害について

は填補の対象としないこととしております。
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(4) 取締役及び監査役の報酬等の額

① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬

等の内容に係る決定方針を定めております。また、当社は2023年４月25日開
催の定時株主総会決議に基づき、同日開催の取締役会において、譲渡制限付
株式を含めた一部改定を行っております。その内容は次のとおりであります。

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブと
して十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の
報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針と
しております。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬であ
る賞与、非金銭報酬であるストックオプション及び譲渡制限付株式で構成し
ております。基本報酬は、役位や職責及び会社業績などを総合的に勘案した
上で決定しております。賞与は当社の業績との連動性を明確にするため、事
業年度ごとで連結営業利益、連結経常利益の目標値に対して達成となった場
合には、当該達成度合い、役位、職責、在任年数に応じて算定した額を賞与
として、一定の時期に支給する場合があります。非金銭報酬であるストック
オプション及び譲渡制限付株式について、ストックオプションは、役位、職
責、在任年数に応じて当社の業績を考慮しながら決定することとし、譲渡制
限付株式は、当社取締役（社外取締役を除く）を対象に、対象取締役が当社
の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共
有を促進することを目的として、株主総会で別枠で承認された報酬の額の範
囲内において、一定の時期に支給する場合があります。

監査役の報酬額は、2000年３月６日開催の定時株主総会で承認された報酬
総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。

② 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 報酬等の総額
報酬等の種類別総額 対象となる

役員の員数
（名）基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
(うち社外取締役)

52,533千円
（6,282千円）

49,865千円

(6,282千円）
－

2,668千円
(－）

７

（３）

監 査 役
(うち社外監査役)

13,200千円
（7,200千円）

13,200千円

（7,200千円）
－ －

３

（２）

合 計
（うち社外役員）

65,733千円
(13,482千円)

63,065千円

(13,482千円)
－

2,668千円
(－）

10
（５）

(注) １．取締役の支給額及び報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりま
せん。

２．取締役の支給人員は、2025年４月24日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって退任し
た取締役３名を含んでおります。

３．株主総会決議（2000年3月6日）による取締役の金銭報酬限度額は年額100,000千円でありま
す。（当決議に係る取締役の員数は３名）

４．株主総会決議（2000年3月6日）による監査役の報酬限度額は年額30,000千円であります。
（当決議に係る監査役の員数は１名）

５．株主総会決議（2023年4月25日）による取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式の報
酬限度額は年額50,000千円以内、当社普通株式の総数として年450千株以内であります。
（当決議に係る取締役の員数は３名）
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６．取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長市村智樹が取締役の個人別の種類別報酬額の
具体的な決定をしております。代表取締役社長にこれらの権限を委任した理由は、当社グ
ループの業績を俯瞰し総合的に報酬額を決定できると判断したためです。また、取締役会
ではその内容を尊重して決定していることから、取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿
うものと判断しております。

７．非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、譲渡制限付株式報酬の額のうち、当事業年度
における費用計上額を記載しております。

８．社外取締役小野浩司氏は、当社の報酬等のほか、当社の子会社である株式会社エックスワ
ンより、同社の役員報酬等として、当事業年度において1,800千円を受けております。

(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係（2026年１月31日現在）

区 分 氏 名 重要な兼職先

取 締 役 小 野 浩 司 ㈱エックスワン取締役会長

取 締 役 淵 邊 善 彦
ベンチャーラボ法律事務所代表
㈱エス・サイエンス社外取締役

監 査 役 露 口 洋 介
学校法人帝京大学経済学部教授
みらい証券㈱社外監査役

監 査 役 西 圭 輔 山分・島田・西法律事務所パートナー

(注）１．取締役小野浩司氏は、㈱エックスワンの取締役を兼務しておりますが、当社は同社との間
で、商品販売等の取引があります。

２．その他の兼職先と当社の間には特別の関係はありません。

② 社外役員の活動状況

区 分 氏 名
出席状況、発言状況及び

社外役員に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 小 野 浩 司

社外取締役就任後開催の取締役会には、７回の全てに出席し、特

に当業界における豊富な経験から適切な助言、提言等の意見表明

を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な

役割を果たしております。

取 締 役 淵 邊 善 彦

社外取締役就任後の取締役会には、７回の全てに出席し、主に弁

護士として専門的な見地から適切な助言、提言等の意見表明を行

うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割

を果たしております。

監 査 役 露 口 洋 介

当事業年度の取締役会には、11回の全てに出席し、また監査役会

11回の全てに出席し、主に経済に関する高い見識に基づく適切な

助言、提言等の意見表明を行うなど、意思決定の妥当性・適正性

を確保するための適切な役割を果たしております。

監 査 役 西 圭 輔

当事業年度の取締役会には、11回の全てに出席し、また監査役会

11回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から適切な

助言、提言等の意見表明を行うなど、意思決定の妥当性・適正性

を確保するための適切な役割を果たしております。
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５．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

ＫＤＡ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 16,000千円

② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 16,000千円

(注）１．当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく

監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業

年度に係る報酬等の額にはこれらの合計金額を記載しております。

２．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由については、監査役会が、会計監査

人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要について必要な検討を行った上で会計監

査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判

断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、

当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を

解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集さ

れる株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし

ます。

(5) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人ＫＤＡ監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に

基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職

務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
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６．会社の体制および方針
(1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、2007年１月30日開催の取締役会において会社法第362条及び会社法施行規

則第100条に基づき、業務の適正を確保するための体制整備に向けた基本方針を決定

しておりましたが、2010年７月26日開催の取締役会及び2012年３月19日開催の取締

役会にて一部改定し項目の追加を行っております。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制

イ) 当社の取締役及び使用人が、公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社

会から信頼される経営体制を確立するためには、コンプライアンスがあらゆ

る企業活動の前提であることを認識し、企業文化として定着するよう周知徹

底を図る。

ロ) コンプライアンスを含む内部統制システム構築のためにコンプライアンス

委員会を設置し実施状況等について取締役会及び監査役会に報告を行うもの

とする。

ハ) コンプライアンスの意識向上のための研修や行動指針の周知徹底など啓蒙
を図る。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

イ) 文書管理規程、個人情報管理規程等の社内規程により、取締役の職務の執

行に係る情報の保存および管理を適切に実施し、必要に応じて適宜見直しを

行う。

ロ) 取締役の職務権限と担当業務を明確にして、会社の機関相互の適切な役割
分担と連携を確保する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を脅かすあらゆるリス

クに対処すべくリスク管理体制を適切に構築し、適宜その体制を点検すること

によって有効性を向上させるため、以下の事項を定める。

イ) リスク管理体制の充実を図るため、リスク管理規程を制定･施行し、リスク

管理委員会を設置する。リスク管理委員会は、リスク管理及び内部統制の状

況を点検し、改善を推進する。

ロ) リスク管理委員会は、事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な

信用失墜、災害等の危機に対しては、しかるべき予防体制を整備する。また

緊急時の対策等を定め、危機発生時には、これに基づき対応する。

④ 取締役の職務の執行が効率的かつ適切に行われることを確保するための体制

取締役の意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行い、その実効性を

向上させる。
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⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループ全体の業務が適正に行われるため法令遵守体制の整備及び業務

の適切性を確保する。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの

独立性に関する事項

監査役からその職務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査役と協

議の上、当社の従業員から監査役スタッフを任命し配置する。なお、当該監査

役スタッフの人事異動及び考課については、監査役の同意を得た上で決定する

ものとする。

⑦ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報

告に関する体制、ならびに監査役の監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制

イ) 取締役及び使用人は必要に応じて業務執行状況や内部統制の状況を監査役

に報告し不正や不適切な行為を未然に防ぐよう体制を整える。

ロ) 監査役の職務の効果的な遂行のため、取締役及び使用人は会社経営及び業

務運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について監査役に報告す

る。

⑧ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書

の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長を最高責任者とする内部統制整

備・運用・評価体制を構築し、内部統制システムの整備・運用を行うとともに、

そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制

当社は、反社会的勢力との関係は重大な企業リスクであるという認識のもと、

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とのいかなる関係も排除

し、不当要求等に対しては毅然と対応することを方針とする。

イ) 反社会的勢力に対する基本方針・統括責任者・対応等を「反社会的勢力対

応規程」に定め遵守する。

ロ) 取締役及び使用人に対して適宜、教育及び研修を行い反社会的勢力との関

係拒絶を徹底する。

ハ) 所轄の警察・顧問弁護士等と連携し迅速、組織的に対応する。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり

ます。

① 内部統制システム全般

当社およびグループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内

部監査担当がモニタリングし、改善を進めております。

② コンプライアンス

当社は、当社およびグループ各社の使用人に対し、その階層に応じて必要なコ

ンプライアンスについて、社内研修での教育および会議体での説明を行い、法令

および定款を遵守するための取組を継続的に行っております。

また、当社は内部通報規程により相談・通報体制を設けており、グループ各社

にも開放することでコンプライアンスの実効性向上に努めております。

③ リスク管理体制

リスク管理委員会において、各部およびグループ各社から報告されたリスクの

レビューを実施して全般的な情報共有に努めたほか、取締役会において、当該リ

スクの管理状況について報告しました。

④ 内部監査

内部監査担当が作成した内部監査計画に基づき、当社およびグループ各社の内

部監査を実施いたしました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注) 本事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てております。また、比率は表示単位未満

を四捨五入しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2026年１月31日現在)

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 5,793,140 流 動 負 債 3,584,025

現 金 及 び 預 金 1,367,033 買 掛 金 2,193,464

売 掛 金 1,761,584 短 期 借 入 金 600,000

商 品 2,559,826 １年内返済予定の長期借入金 16,008

そ の 他 104,696 未 払 金 585,478

固 定 資 産 932,623 未 払 法 人 税 等 57,492

有 形 固 定 資 産 153,441 契 約 負 債 6,825

建 物 90,666 賞 与 引 当 金 4,666

車 両 運 搬 具 4,415 そ の 他 120,090

工 具、 器 具 及 び 備 品 55,695 固 定 負 債 160,342

土 地 2,003 長 期 借 入 金 57,282

建 設 仮 勘 定 660 資 産 除 去 債 務 82,938

無 形 固 定 資 産 367,510 繰 延 税 金 負 債 6,123

ソ フ ト ウ エ ア 351,368 そ の 他 13,998

そ の 他 16,142 負 債 合 計 3,744,367

投 資 そ の 他 の 資 産 411,671 純 資 産 の 部

投 資 有 価 証 券 10,379 株 主 資 本 2,943,997

出 資 金 280 資 本 金 924,429

長 期 貸 付 金 262,000 資 本 剰 余 金 885,633

差 入 保 証 金 345,678 利 益 剰 余 金 1,243,594

繰 延 税 金 資 産 28,434 自 己 株 式 △109,659

そ の 他 42,774 その他の包括利益累計額 101

貸 倒 引 当 金 △277,876 その他有価証券評価差額金 101

新 株 予 約 権 19,175

非 支 配 株 主 持 分 18,120

純 資 産 合 計 2,981,396

資 産 合 計 6,725,764 負 債 純 資 産 合 計 6,725,764
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連 結 損 益 計 算 書

( 自 2025年２月１日
至 2026年１月31日 )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 32,774,910

売 上 原 価 27,548,250

売 上 総 利 益 5,226,659

販売費及び一般管理費 4,944,873

営 業 利 益 281,785

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,779

受 取 配 当 金 12

受 取 手 数 料 543

為 替 差 益 141

受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 27

預 り 金 整 理 益 800

そ の 他 1,735 8,041

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,687

支 払 手 数 料 2,050

そ の 他 294 9,032

経 常 利 益 280,794

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2,450

資 産 除 去 債 務 戻 入 益 3,767 6,217

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 6,040

減 損 損 失 26,638

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 25,000 57,678

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 229,332

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 76,934

法 人 税 等 調 整 額 3,754 80,689

当 期 純 利 益 148,643

非支配株主に帰属する当期純損失 △2,087

親会社株主に帰属する当期純利益 150,730
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連結株主資本等変動計算書

( 自 2025年２月１日
至 2026年１月31日 )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2025年２月１日残高 924,429 885,633 1,175,772 △109,659 2,876,176

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △82,909 △82,909

親会社株主に帰属
する当期純利益

150,730 150,730

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 67,821 － 67,821

2026年１月31日残高 924,429 885,633 1,243,594 △109,659 2,943,997

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配

株主持分
純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の

包括利益

累計額合計

2025年２月１日残高 41 41 16,778 20,208 2,913,204

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △82,909

親会社株主に帰属
する当期純利益

150,730

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

60 60 2,396 △2,087 370

連結会計年度中の変動額合計 60 60 2,396 △2,087 68,191

2026年１月31日残高 101 101 19,175 18,120 2,981,396
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貸 借 対 照 表
(2026年１月31日現在)

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 5,325,129 流 動 負 債 3,357,616

現 金 及 び 預 金 1,233,861 買 掛 金 2,174,851

売 掛 金 1,720,801 短 期 借 入 金 500,000

商 品 2,291,199 未 払 金 556,388

貯 蔵 品 4,038 未 払 費 用 33,299

前 払 費 用 53,434 未 払 法 人 税 等 56,953

未 収 入 金 17,520 契 約 負 債 3,595

そ の 他 4,274 預 り 金 22,034

固 定 資 産 1,067,932 賞 与 引 当 金 4,000

有 形 固 定 資 産 54,292 そ の 他 6,492

建 物 13,890 固 定 負 債 63,977

車 両 運 搬 具 4,415 そ の 他 63,977

工 具、 器 具 及 び 備 品 33,322 負 債 合 計 3,421,593

土 地 2,003 純 資 産 の 部

建 設 仮 勘 定 660 株 主 資 本 2,952,191

無 形 固 定 資 産 366,385 資 本 金 924,429

ソ フ ト ウ エ ア 351,226 資 本 剰 余 金 865,647

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 14,157 資 本 準 備 金 864,429

商 標 権 693 そ の 他 資 本 剰 余 金 1,218

そ の 他 309 利 益 剰 余 金 1,271,773

投 資 そ の 他 の 資 産 647,254 利 益 準 備 金 603

投 資 有 価 証 券 379 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,271,169

関 係 会 社 株 式 261,600 繰 越 利 益 剰 余 金 1,271,169

出 資 金 170 自 己 株 式 △109,659

差 入 保 証 金 330,196 評 価 ・ 換 算 差 額 等 101

繰 延 税 金 資 産 28,434 その他有価証券評価差額金 101

そ の 他 37,934 新 株 予 約 権 19,175

貸 倒 引 当 金 △11,460 純 資 産 合 計 2,971,468

資 産 合 計 6,393,062 負 債 純 資 産 合 計 6,393,062
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損 益 計 算 書

( 自 2025年２月１日
至 2026年１月31日 )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 31,995,644

売 上 原 価 27,335,381

売 上 総 利 益 4,660,262

販売費及び一般管理費 4,404,600

営 業 利 益 255,662

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,965

受 取 配 当 金 11

受 取 手 数 料 258

為 替 差 益 141

受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 27

そ の 他 1,209 4,614

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,885

支 払 手 数 料 2,047

そ の 他 171 7,105

経 常 利 益 253,171

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 369

減 損 損 失 1,672 2,042

税 引 前 当 期 純 利 益 251,128

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 76,392

法 人 税 等 調 整 額 △4,032 72,359

当 期 純 利 益 178,769
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株主資本等変動計算書

( 自 2025年２月１日
至 2026年１月31日 )

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

2025年２月１日残高 924,429 864,429 1,218 865,647 603 1,175,309 1,175,913

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △82,909 △82,909

当 期 純 利 益 178,769 178,769

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － － 95,859 95,859

2026年１月31日残高 924,429 864,429 1,218 865,647 603 1,271,169 1,271,773

株 主 資 本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

2025年２月１日残高 △109,659 2,856,331 41 41 16,778 2,873,151

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △82,909 △82,909

当 期 純 利 益 178,769 178,769

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

60 60 2,396 2,457

事業年度中の変動額合計 － 95,859 60 60 2,396 98,317

2026年１月31日残高 △109,659 2,952,191 101 101 19,175 2,971,468
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年３月19日
株式会社ストリーム

取締役会 御中
ＫＤＡ監査法人

東京都中央区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 佐佐木 敬昌

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 関 本 享

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ストリームの2025年２月１日か

ら2026年１月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社ストリーム及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び
内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算
書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して
責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年３月19日
株式会社ストリーム

取締役会 御中
ＫＤＡ監査法人

東京都中央区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 佐佐木 敬昌

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 関 本 享

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ストリームの2025年２月

１日から2026年１月31日までの第27期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年２月１日から2026年１月31日までの第27期事業年度にお

ける取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審

議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通

を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法

で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書

類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査

いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と

意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受

けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業

集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第

100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容

及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい

て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報

告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から

「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則

第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審

議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及

びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２. 監査の結果

(1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役

の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人ＫＤＡ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人ＫＤＡ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年３月19日

株式会社ストリーム 監査役会
常勤監査役 橋 本 博 人 ㊞
監 査 役 (社外監査役) 露 口 洋 介 ㊞
監 査 役 (社外監査役) 西 圭 輔 ㊞

以 上
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地 図

新橋四新橋四

西新橋西新橋

専用駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
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株主総会会場ご案内図
（昨年と総会会場が変更となっておりますので、ご注意ください。）

新虎安田ビル NIKAI Conference

東京都港区新橋4丁目3番1号

新虎安田ビル2階

JR線・東京メトロ・都営線・ゆりかもめ「新橋」駅 徒歩5分、

都営三田線「内幸町」駅 徒歩5分

（お車でのご来場はご遠慮ください）

※会場にて、車いすのサポート、席やお手洗いへの誘導等お手伝いさせていただきま

すので、お気軽にお声がけ下さい。また、株主様ご自身で手話通訳を帯同される場

合は、当日会場受付にてお申し出くださればご入場いただけます。

※株主総会におけるお土産のご用意はございません。

何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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第27期定時株主総会

その他の電子提供措置事項

（交付書面省略事項）

・連結注記表

・個別注記表

第27期（2025年2月1日から2026年1月31日まで）

株式会社ストリーム
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１. 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 １社

連結子会社の名称

㈱エックスワン

(2)非連結子会社の名称等

非連結子会社

ｓｗｉｆｔｉｅｓ㈱

ｓｗｉｆｔｉｅｓ㈱は、2026年２月１日付で、ＸＬＵＸＥＳ㈱に社名変更しております。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社

ｓｗｉｆｔｉｅｓ㈱

ｓｗｉｆｔｉｅｓ㈱は、2026年２月１日付で、ＸＬＵＸＥＳ㈱に社名変更しております。

（持分法を適用しない理由）

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない

株式等以外のもの

当連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。）

市場価格のない

株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産

商 品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）を採用しております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産

（リース資産除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ４～39年

工具、器具及び備品 ４～10年

② 無 形 固 定 資 産

（リース資産除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期

間 (５年）に基づいております。

③ リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており

ます。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期

負担額を計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の

内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであり

ます。

インターネット通販事業

主に商品の納品時点において、顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されるも

のの、出荷から納品までの期間が通常の期間であると判断していることから、当該商品の出荷時点

で収益を認識しております。

当社グループが運営するポイント制度において、顧客に付与したポイントを履行義務として識別

し、取引価格の配分を行い、契約負債を計上しております。

また、他社が運営するポイント制度に係る負担金について、取引価格からポイント負担金を控除

した純額で収益を認識しております。

ビューティー＆ヘルスケア事業

主に商品の納品時点において、顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されるも

のの、出荷から納品までの期間が通常の期間であると判断していることから、当該商品の出荷時点

で収益を認識しております。

当社グループが運営するポイント制度において、顧客に付与したポイントを履行義務として識別

し、取引価格の配分を行い、契約負債を計上しております。

販売手数料等の顧客に支払われる対価については、変動対価として売上高から控除して収益を認

識しております。
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その他事業

その他事業は、各種販売支援事業、３ＰＬ事業及び不動産事業であります。

主にサービスを提供した時点で履行義務が充足されると判断しているため、当該サービスの完了

時点で収益を認識しております。

（会計方針の変更に関する注記）

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以

下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正

会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的

な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありませ

ん。

（表示方法の変更に関する注記）

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において、「固定負債」の「その他」に含めていた「資産除去債務」は、金額的

重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。

なお、前連結会計年度における「資産除去債務」の金額は56,687千円であります。

（会計上の見積りに関する注記）

繰延税金資産の回収可能性

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 28,434千円

② その他見積りの内容に関する理解に資する情報

将来計画に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りに用いた主要な仮定は、販売チャネル

ごとの事業計画に含まれる売上高及び利益率であります。これらの仮定は、過去の実績や外部

環境を踏まえた将来の見通し等を基に決定しております。

（連結貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 386,496千円

２．集合債権譲渡担保契約及び集合動産譲渡担保契約

担保提供している資産

売掛金 1,444,007千円

商品 1,890,388千円

担保提供されている債務

買掛金 2,094,514千円

未払金 29,602千円

３．当社は、運転資金を効率的に調達するため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当 座 貸 越 極 度 額 700,000千円

借 入 実 行 残 高 600,000千円

差 引 額 100,000千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首
株 式 数 ( 株 )

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株 式 数 ( 株 )

発行済株式

普通株式 28,525,000 － － 28,525,000

合 計 28,525,000 － － 28,525,000

自己株式

普通株式 888,500 － － 888,500

合 計 888,500 － － 888,500

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議
株式の
種 類

配当金
の総額
(千円)

1株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2025年４月24日
定時株主総会

普通株式 82,909 3 2025年１月31日 2025年４月25日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議
株式の
種 類

配当金
の総額
(千円)

配当の原資
1株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2026年４月23日
定時株主総会

普通株式 82,909 利益剰余金 3 2026年１月31日 2026年４月24日

３．新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的と な る
株式の 種 類

新株予約権の目的となる株式の数(株)

当 連 結 会 計
年 度 期 首

当 連 結 会 計
年 度 増 加

当 連 結 会 計
年 度 減 少

当 連 結 会 計
年 度 末

2023年ストック・
オプションとして
の新株予約権

普通株式 － 449,500 － 449,500

合 計 － － 449,500 － 449,500

（注）2023年ストック・オプションとしての新株予約権の増加は、権利行使期間の初日が到来したこ

とによるものであります。

― 43 ―

2026年03月19日 15時38分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

当社グループの資金運用は、原則として元本の確実かつ安定的な方法によるものとし、運用は慎

重を期すことを旨としております。

売掛金は、取引先別に期日管理及び残高管理を行い、回収懸念債権の発生の抑制と早期対応を図

っております。また、投資有価証券は、主に業務・資本上の関係構築を目的とした企業の株式であ

り、定期的に時価や発行体（取引先）の財務状況等を把握するなどの管理を行っております。

資金調達においては、長期資金及び短期資金について銀行借入により調達しております。

２．金融商品の時価等に関する事項

2026年１月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。

連結貸借対照表

計上額（千円）
時 価（千円） 差 額（千円）

(1）投資有価証券

その他有価証券 379 379 －

資産計 379 379 －

(2)長期借入金（※） 73,290 71,066 △2,223

負債計 73,290 71,066 △2,223
（※）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注)１． 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、及

び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略し
ております。

(注)２． 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の
連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（千円）

関係会社株式 10,000
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定し

た時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて

算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 379 － － 379

資産計 379 － － 379

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融負債

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 71,066 － 71,066

負債計 － 71,066 － 71,066

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、

その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を

基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

報告セグメント

合計
インターネット

通販事業
ビューティー＆
ヘルスケア事業

その他事業
（注）１

家電 14,631,020 － － 14,631,020

パソコン 5,732,534 － － 5,732,534

周辺機器／デジタル
カメラ

10,148,505 － － 10,148,505

ソフト 197,485 － － 197,485

その他（注）２ 851,723 816,462 368,351 2,036,537

顧客との契約から
生じる収益

31,561,269 816,462 368,351 32,746,083

その他の収益 21,820 7,006 － 28,826

外部顧客への売上高 31,583,089 823,469 368,351 32,774,910

（注）１．その他事業は、各種販売支援事業、３ＰＬ事業及び不動産事業であります。
２．「その他」の主な内訳は、インターネット通販事業における時計・ブランド・生活用品・

雑貨等、株式会社エックスワンによるビューティー＆ヘルスケア事業のほか、各種販売支
援事業、３ＰＬ事業及び不動産事業に関する収益であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類の作成のため

の基本となる重要な事項に関する注記） (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで

あります。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに

当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる

収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,692,684

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,756,898

契約負債（期首残高） 13,134

契約負債（期末残高） 6,825

契約負債は、主に商品の納品前に顧客から受け取った前受金のほか、当社グループが運営するポ

イント制度に係る顧客に付与したポイントであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩され

ます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、

10,783千円であります。

契約負債の増減は、前受金の受け取り及びポイント付与による増加と収益認識による減少であり

ます。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであ

ります。

（単位：千円）

当連結会計年度

１年以内 4,600

１年超２年以内 2,224

合計 6,825

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 106円53銭

２．１株当たり当期純利益 5円45銭

(期中平均発行済株式数による)

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

市場価格のない

株式等以外のもの

事業年度末の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定しております。）

市場価格のない

株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1)商 品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2)貯 蔵 品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。

３．固定資産の減価償却の方法

(1)有 形 固 定 資 産

（リ ー ス 資 産 除 く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ４～39年

工具、器具及び備品 ４～10年

(2)無 形 固 定 資 産

（リ ー ス 資 産 除 く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期

間 (５年）に基づいております。

(3)リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており

ます。

４．引当金の計上基準

(1)貸 倒 引 当 金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(2)賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事

業年度負担額を計上しております。
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５．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履

行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

インターネット通販事業については、主に商品の納品時点において、顧客が当該商品に対する支

配を獲得し、履行義務が充足されるものの、出荷から納品までの期間が通常の期間であると判断し

ていることから、当該商品の出荷時点で収益を認識しております。

当社が運営するポイント制度において、顧客に付与したポイントを履行義務として識別し、取引

価格の配分を行い、契約負債を計上しております。

また、他社が運営するポイント制度に係る負担金について、取引価格からポイント負担金を控除

した純額で収益を認識しております。

その他事業である各種販売支援事業、３ＰＬ事業及び不動産事業については、主にサービスを提

供した時点で履行義務が充足されると判断しているため、当該サービスの完了時点で収益を認識し

ております。

（会計方針の変更に関する注記）

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以

下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定め

る経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありま

せん。

（会計上の見積りに関する注記）

繰延税金資産の回収可能性

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 28,434千円

② その他見積りの内容に関する理解に資する情報

連結注記表（会計上の見積りに関する注記）②その他見積りの内容に関する理解に資する情報

に記載した内容と同一であります。

（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 210,360千円

２．集合債権譲渡担保契約及び集合動産譲渡担保契約

担保提供している資産

売掛金 1,444,007千円

商品 1,890,388千円

担保提供されている債務

買掛金 2,094,514千円

未払金 29,602千円
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３．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

短 期 金 銭 債 権 7,863千円

長 期 金 銭 債 権 200,000千円

短 期 金 銭 債 務 2,126,108千円

４．当社は、運転資金を効率的に調達するため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当 座 貸 越 極 度 額 600,000千円

借 入 実 行 残 高 500,000千円

差 引 額 100,000千円

５．債務保証

関係会社について、次のとおり保証を行っております。

㈱エックスワン

長期借入金に対する債務保証 55,000千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高の総額

営業取引(収入分) 47,201千円

営業取引(支出分) 26,164,225千円

営 業 取 引 以 外 の 取 引 ( 収 入 分 ) 969千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当 事 業 年 度 期 首
株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度 末
株 式 数 ( 株 )

自己株式

普通株式 888,500 － － 888,500

合 計 888,500 － － 888,500
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（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

棚卸資産評価損 19,887千円

資産除去債務 15,939千円

その他 17,965千円

繰延税金資産 小計 53,792千円

評価性引当額 △20,992千円

繰延税金資産 合計 32,800千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △4,365千円

繰延税金負債 合計 △4,365千円

繰延税金資産純額 28,434千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 30.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％

住民税均等割 1.7％

法人税額の特別控除額 △5.0％

評価性引当額の増減 1.3％

その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.8％
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（関連当事者との取引に関する注記）

属性 会社等の名称
議決権等の
所有割合(％)

関係内容 取引の内容
取引金額
(千円)

債権又は債務
に係る項目

期末残高
(千円)

法人主
要株主

㈱ヤマダデンキ
(被所有)
直 接 20.5

商品仕入先
当社のフラ
ンチャイザ

ー

商品仕入
25,720,135

(注)
買掛金 2,094,514

販売手数料
300,080

(注)
未払金 29,602

営業保証金 － 差入保証金
200,000

(注)
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 当社は、㈱ヤマダデンキから商品仕入を行っておりますが、取引関係については随時見直し

を行っており、仕入価格については双方の合意に基づく価格により決定しております。

(2) 当社は、㈱ヤマダデンキとフランチャイズ契約を締結しており、販売手数料率については当

該契約において決定しております。

(3) 営業保証金については、当社と㈱ヤマダデンキにおけるフランチャイズ契約において決定し

ております。

（収益認識に関する注記）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表（収益認識に関する

注記）に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 106円83銭

２．１株当たり当期純利益 6円47銭

(期中平均発行済株式数による)

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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